
  

産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
政
府
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
事
業
活
動
に
対
す
る
支
援
に
係
る
組

織
及
び
制
度
に
つ
い
て
統
合
、
廃
止
等
の
見
直
し
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ

と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
二
条
の
二
関
係
） 

二 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
関
係
） 



 

◎
産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
） 
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傍
線
部
分
は
改
正
部
分
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附 

則 

（
見
直
し
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
第
五
章
の
規
定
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
（
第
五
章
の
規
定
を
除

く
。
）
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
廃
止

を
含
め
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
の
二 

政
府
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
事
業
活
動
に
対
す
る

支
援
に
係
る
組
織
及
び
制
度
に
つ
い
て
統
合
、
廃
止
等
の
見
直
し
を
行
い
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
見
直
し
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
第
五
章
の
規
定
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
（
第
五
章
の
規
定
を
除

く
。
）
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
廃
止

を
含
め
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

〔
新
設
〕 

 
 

 
 


